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季
節
労
働
者
の
方
へ

　
砂
川
地
域
通
年
雇
用
促
進
協
議
会

で
は
、
通
年
雇
用
を
め
ざ
す
季
節
労

働
者
の
方
の
資
格
取
得
を
支
援
し
て

い
ま
す
。
仕
事
の
幅
を
広
げ
、
通
年

雇
用
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
。

◦
対
象　
砂
川
市
・
歌
志
内
市
・
上

砂
川
町
・
奈
井
江
町
に
居
住
し
、

現
在
季
節
労
働
で
雇
用
ま
た
は
離

職
し
た
方

◦
支
援
内
容
（
定
員
あ
り
）

①
各
種
講
習
の
無
料
開
催

各
種
技
能
講
習
・
ド
ロ
ー
ン
講
習
・

安
全
衛
生
教
育
講
習

※
各
講
習
開
始
日
の
10
日
前
ま
で
随

時
受
付

②
対
象
教
育
訓
練
費
用
の
６
割
を
助
成

運
転
免
許
・
国
家
資
格
な
ど

※
３
月
13
日
ま
で
に
取
得
可
能
な
方

講
習
日
程
な
ど
の
詳
細
は
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
砂
川
地
域
通
年
雇
用
促
進
協
議
会

（
商
工
労
働
観
光
課
内
）

　
℡
７
４-

８
３
８
６
（
平
日
8
時

30
分
～
15
時
30
分
）

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
の
際

は
ご
連
絡
を
！

　
市
で
は
、
住
宅
や
車
庫
な
ど
の
建

物
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
な
ど 

を
把
握
す
る
た
め
、
毎
年
実
地
調
査

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
調
査
後
に
建

物
の
状
況
が
変
わ
る
と
確
認
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
今
年
中
に
建

物
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
た
場

合
、
令
和
8
年
度
か
ら
の
固
定
資
産

税
額
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、年
内
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋

（
未
登
記
家
屋
）
の
売
買
や
贈
与
な

ど
を
し
た
際
は
、
市
に
届
け
出
が
必

要
で
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
係
℡
７
４-
５
６
３
７

犯
罪
被
害
者
週
間

「
わ
た
し
に
も
で
き
る
支
援
が
こ

こ
に
あ
る
」

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
1
日
ま
で
は

「
犯
罪
被
害
者
週
間
」、
11
月
25
日

は「
北
海
道
犯
罪
被
害
を
考
え
る
日
」

で
す
。
社
会
全
体
で
犯
罪
被
害
者
な

ど
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
支

援
の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
滝
川
警
察
署
犯
罪
被
害
者
支
援
係

　
℡
２
４-

０
１
１
０

11
月
の
保
育
所
開
放

　
「
同
じ
年
齢
の
子
ど
も
と
遊
ば
せ
た

い
」「
育
児
の
相
談
を
し
た
い
」
そ
ん

な
保
護
者
を
応
援
す
る
た
め
、
保
育

所
を
開
放
し
ま
す
。
ご
利
用
の
際
は
、

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

�
◦
と
き　
11
月
19
日
㈬　
10
時
～
11
時

◦
と
こ
ろ　
市
内
保
育
所

◦
対
象　
未
就
学
児
と
そ
の
保
護
者

◦
内
容　
「
お
遊
戯
会
を
楽
し
も

う
！
」

◦
申
込　
左
記
へ

問
ひ
ま
わ
り
保
育
園
℡
５
４-
４
５
５
５

　
さ
く
ら
保
育
園
℡
５
２-

３
３
３
５

　
空
知
太
保
育
所
℡
５
３-

３
２
８
７

１
歳
児
パ
ク
パ
ク
ひ
ろ
ば

◦
と
き　
12
月
1
日
㈪　
10
時
～
11

時
30
分
（
受
付
9
時
45
分
ま
で
）

◦
と
こ
ろ　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

◦
対
象　
令
和
6
年
11
月
生
ま
れ

◦
内
容　

育
児
交
流
会
、
身
体
計

測
、
個
別
相
談
、
歯
科
相
談
、
栄

養
相
談
（
試
食
あ
り
）

◦
持
ち
物　
母
子
健
康
手
帳
、
子
ど

も
用
エ
プ
ロ
ン
、
ス
プ
ー
ン
、
お

し
ぼ
り
、
歯
ブ
ラ
シ

※�

試
食
に
は
乳
・
大
豆
な
ど
を
使
用

し
て
い
ま
す
。
ア
レ
ル
ギ
ー
を
お

持
ち
の
方
は
代
替
品
を
準
備
し
ま

す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
℡
５
２-

２
０
０
０

敬
老
助
成
券
交
付

◦
対
象　
４
月
1
日
現
在
で
砂
川
市

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
昭
和
26
年

４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
（
75
歳
以

上
）
で
、
令
和
６
年
度
市
民
税
非

課
税
で
在
宅
し
て
い
る
方

※�

４
月
以
降
、
す
で
に
交
付
さ
れ
た

方
は
対
象
外
。

◦
助
成
金
の
種
類
（
１
つ
を
選
択
）

敬
老
バ
ス
券
、敬
老
ハ
イ
ヤ
ー
券
、

お
知
ら
せ

i

1212 月 11 日 納期限納期限ののお知らせお知らせ
〈 〈 国民健康保険税 ５期国民健康保険税 ５期 〉 〉
〈 〈 介護保険料 5期介護保険料 5期 〉 〉
〈 〈 後期高齢者医療保険料 5期後期高齢者医療保険料 5期 〉 〉
口座振替の申し込み方法や分割・夜間納税相談に
ついてお気軽に下記までお問い合わせください。

問納税係℡74-8094
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子
育
て
・教
育

敬
老
入
浴
券

※�

敬
老
ハ
イ
ヤ
ー
券
は
砂
川
市
予
約

型
乗
合
タ
ク
シ
ー
に
も
使
用
で
き

ま
す
。

◦
助
成
額　
６
０
０
０
円
相
当

◦
申
請　
高
齢
者
支
援
係
（
１
階
11

番
窓
口
）
へ

◦
持
ち
物　
申
請
者
の
印
鑑
（
自
署

す
る
こ
と
が
困
難
な
方
や
代
理
で

受
領
す
る
方
の
み
）

問
高
齢
者
支
援
係

　
℡
７
４-

４
４
５
２

外
見
ケ
ア
相
談
会

　

が
ん
治
療
に
よ
る
外
見
の
変
化

で
、
不
安
や
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
個
別
相

談
、
ケ
ア
商
品
の
展
示
な
ど
を
行
い

ま
す
。

◦�

と
き　

�

11
月
26
日
㈬

10
時
～
14
時

◦�

と
こ
ろ　

市
立
病
院　

多
目
的

ホ
ー
ル
１・２

◦
内
容　
外
見
の
変
化
に
関
す
る
個

別
相
談
、
ウ
ィ
ッ
グ
の
フ
ィ
ッ

テ
ィ
ン
グ
、
皮
膚
や
爪
の
ケ
ア
、

乳
房
エ
ピ
テ
ー
ゼ
・
ケ
ア
帽
子
な

ど
の
商
品
展
示
な
ど

◦
料
金　
無
料

◦�

申
込　
外
見
ケ
ア
の
相
談
は
左
記

か
ら
申
し
込
み
（
予
約
優
先
）

問
市
立
病
院
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　
℡
５
４-

２
１
３
１

市
民
健
康
・
栄
養
相
談

　
健
康
・
栄
養
相
談
の
ほ
か
、
血
圧
・

血
糖
値
な
ど
の
測
定
や
健
診
結
果
の

相
談
、
乳
幼
児
の
計
測
や
発
達
・
栄

養
・
育
児
な
ど
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

◦
と
き　
12
月
1
日
㈪　
13
時
～
15
時

◦
と
こ
ろ　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

問
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
℡
５
２-

２
０
０
０

セ
ル
フ
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ

教
室

　
痛
み
の
な
い
カ
ラ
ダ
づ
く
り
の
た
め

に
、
自
宅
で
も
簡
単
に
で
き
る
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
方
法
を
学
ん
で
み
ま

せ
ん
か
？

◦�

と
き　
11
月
28
日
㈮　
10
時
～
11
時

◦�

と
こ
ろ　

�

総
合
体
育
館

軽
ス
ポ
ー
ツ
室

◦�

対
象　
40
歳
～
70
歳
代

◦�

定
員　
10
人
程
度
（
先
着
順
）

◦�

内
容　

�

ス
ト
レ
ッ
チ
、
エ
ク
サ
サ

イ
ズ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

◦�

講
師　
地
域
お
こ
し
協
力
隊

　
　
　
　
岩
﨑 

圭
祐 

氏

◦
料
金　
無
料

◦
持
ち
物　
動
き
や
す
い
服
装
、
飲

み
物
、
タ
オ
ル
、
上
靴
な
ど

◦�

申
込　
11
月
27
日
㈭
ま
で
に
左
記
へ

問
総
合
体
育
館

　
℡
５
４-

２
１
７
５

テ
ニ
ポ
ン
体
験
会

◦�

と
き　

��

12
月
６
日
㈯
、
13
日
㈯

   

13
時
～
15
時

◦�

と
こ
ろ　
海
洋
セ
ン
タ
ー

◦
対
象　
19
歳
以
上
の
方

◦
参
加
料　
無
料
（
ラ
ケ
ッ
ト
の
貸

し
出
し
あ
り
）��������

◦
申
込　
左
記
ま
で

※�

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
テ
ニ
ポ
ン
協
会 

斉
藤

　
℡
５
２-

６
３
７
２

第
78
回
砂
川
市
は
た
ち
の
集
い

　
対
象
と
な
る
方
へ
、
11
月
20
日
ま

で
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
案
内
が

届
か
な
い
方
や
ご
不
明
な
点
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◦
と
き　

１
月
11
日
㈰ 　
14
時
～

16
時
（
受
付
13
時
～
）

◦
と
こ
ろ　
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

◦
対
象　
平
成
17
年
４
月
２
日
～
同

18
年
４
月
1
日
生
ま
れ
の
方
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①�

砂
川
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

②�

過
去
に
砂
川
市
に
在
住
し
、
砂
川

市
は
た
ち
の
集
い
に
出
席
を
ご
希

望
の
方

※�

②
の
方
は
電
話
ま
た
は
Q
R
コ
ー
ド

か
ら
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
市
外
の

方
に
は
後
日
、
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

◦
そ
の
他　
最
新
の
情
報
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
係

　
℡
７
４-

８
３
７
９

イ
ベ
ン
ト
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募集内容
職　種 年齢 求人数

職 業 指 導 員 不 問 1
配管工または見習い 不 問 1
クリーニング作業・
受 付・ 配 達 業 務 59 歳以下 1

と び 工・ 土 工・
オ ペ レ ー タ ー 64 歳以下 1

電 気 工または電
気計装工見習い 40 歳以下 3

ガ ス 配 送 補 助
員（ 期 間 雇 用 ）不 問 1

（ 11月 6日現在 ）
問ハローワーク砂川℡ 54-3147

市内企業では、ハローワーク砂川を
通じて、新規求人を次のとおり行っ
ています。

新規求人募集

市立病院での新型コロナウイルス予防接種・費用助成について

接種対象者　※年齢は接種日時点 接種回数 自己負担額
（1回あたり）

生後 6か月～4歳
初回接種を完了していない　 2 回  500 円

　初回接種を完了している
1 回 1,000 円

5歳～15歳（中学3年生まで）

◦ 助成期間　12月1日㈪～1月30日㈮
◦ 予約開始日　11月26日㈬  （市立病院業務係℡ 54-2131）要予約
◦ 持ち物　�マイナ保険証または資格確認書、母子健康手帳

生活保護受給世帯は、自己負担額は無料となります。「生活保護受給証明書」を必ず持参してください。

免疫を獲得するために最初に
受ける接種のことで、既定の
回数の接種を行うことで初回
接種完了となります。生後６か
月から４歳以下の方で、初回
接種を完了していない場合は、
1回目接種から4週間経過後
に 2回目の接種を行います。

初回接種とは…

※�����12 歳～15歳（中学３年生まで）の方の予防接種については、市立病院以外の市内医療機関でも実施しています。
詳細は広報すながわ10月1日号またはホームページをご確認ください。

※�助成期間以外、市外の医療機関で個別に接種した場合の費用は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
ただし、初回接種の1回目を助成期間内に接種した場合は、3月31日まで残りの回数を500 円で接種できます。
※新型コロナウイルスの予防接種と他の種類の予防接種との接種間隔に制限はありません。

中学生以下の中学生以下の

市HP

問ふれあいセンター℡ 52-2000

災害義援金にご協力をお願いします

　令和7年台風第22号および第23号に伴う災害により、東京都に
甚大な被害が発生しました。この災害で被災された方々を支援するた
め、日赤砂川市地区では義援金を受け付けていますのでご協力をお願
いします。義援金の募集を装った詐欺にご注意ください。

問社会福祉係℡74-8103

【市役所窓口での受付】　
社会福祉係（1階13番窓口）へ持参ください。
◦受付期間　令和7年12月26日㈮まで
※寄付金控除対応の領収書を発行します。
※支援物資の受け付けは行っていません。

【専用口座へ振込】　下記口座までお振り込みください。
◦受付期間　令和7年12月26日㈮まで
◦金融機関　ゆうちょ銀行　◦口座記号番号　00110-4-605925
◦口座名義　�日赤令和７年台風第 22号及び第 23号災害義援金

（略称 :日赤 R7台風第22.23号義援金）
※�ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、振込手数料は免除されます。
※�受領証の発行を希望する場合は、通信欄に 「受領証希望」と記載してください。


